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住 所：〒987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米１３番地 

担 当：総務課 人事給与係 

電 話：０２２９－３３－２１１１ 

ＦＡＸ：０２２９－３３－２４０２ 

Ｅmail：soumu@town.misato.miyagi.jp 





 この試験は、美里町において行政職、技術職に従事する職員の採用試験です。 

 

１ 試験区分、職種、採用予定人員及び職務内容 

【Ａ】 

試験区分 職種 採用予定人員 受   験   資   格 

初級 

【社会人】 
行政 ２名程度 

高度の知識又は経験を必要とする行政、税務、用

地交渉、施設管理等の業務にも従事事務に従事し

ます。深夜勤務になることもあります。 

【Ｂ】 

試験区分 職種 採用予定人員 職  務  内  容 

上級 
（大学卒業

程度） 

行政 ５名程度 

定型的な行政、税務、用地交渉、施設管理等の業

務に従事します。深夜勤務になることもありま

す。 

建築 ２名程度 
定型的な建築の専門的、技術的業務に従事しま

す。深夜勤務になることもあります。 

土木 ２名程度 
定型的な土木の専門的、技術的業務に従事しま

す。深夜勤務になることもあります。 

保健師 ２名程度 
定型的な町民の保健指導等の業務に従事します。

深夜勤務になることもあります。 

初級 

【社会人】 

行政 ２名程度 

高度の知識又は経験を必要とする行政、税務、用

地交渉、施設管理等の業務にも従事事務に従事し

ます。深夜勤務になることもあります。 

土木 ２名程度 

高度の知識又は経験を必要とする建築の専門的、

技術的業務に従事します。深夜勤務になることも

あります。 

（注）採用予定人員は、現時点の予定であり、今後変更になることがあります。 



２ 受験資格 

下記（１）の資格を有し、（２）の欠格事項のいずれにも該当しない方が受験できます。 

（１）資格 

【Ａ】 

試験区分 職種 受   験   資   格 

初級 

【社会人】 
行政 昭和５６年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方 

 

【Ｂ】 

試験区分 職種 受   験   資   格 

上級 
（大学卒業

程度） 

行政 

平成８年４月２日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方 

（１）大学を卒業した方及び令和９年３月３１日までに大学を卒業

する見込みの方並びに町長が同等の資格があると認める方 
 

（２）短期大学又は高等専門学校を卒業した方及び令和９年３月３

１日までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの方並び

に町長が同等の資格があると認める方 

建築 

平成８年４月２日以降に生まれた方で、次の全てに該当する方 

（１）大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した方及び令和９年

３月３１日までに大学、短期大学又は高等専門学校を卒業する見

込みの方並びに町長が同等の資格があると認める方 
 

（２）１級建築士又は２級建築士若しくは１級建築施工管理技士又

は２級建築施工管理技士の資格を有する方 

土木 

平成８年４月２日以降に生まれた方で次のいずれかに該当する方 

（１）大学を卒業した方及び令和９年３月３１日までに大学を卒業

する見込みの方並びに町長が同等の資格があると認める方 
 

（２）短期大学又は高等専門学校を卒業した方及び令和９年３月３

１日までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの方並び

に町長が同等の資格があると認める方 

保健師 

昭和６１年４月２日以降に生まれた方で、次の全てに該当する方 

（１）大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した方及び令和９年

３月３１日までに大学、短期大学又は高等専門学校を卒業する見

込みの方並びに町長が同等の資格があると認める方 
 

（２）保健師の資格を有する方又は令和８年度実施の国家試験で保

健師資格を取得する見込みの方 

初級 

【社会人】 

行政 昭和５６年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方 

土木 
昭和５６年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、土

木系学科を卒業した方 

 



（２）欠格事項 

イ 日本の国籍を有しない方 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその刑の執行猶予の

期間中の方その他その執行を受けることがなくなるまでの方 

ハ 美里町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない方 

ニ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成又はこれに加入した方 

 

３ 試験の方法 

試験は第１次試験、第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ

行います。 

 （１）第１次試験 

試  験 方         法 

教養試験 

（２時間） 

時事、社会及び人文に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、

数的推理及び資料解釈に関する一般知能について５肢択一式による

筆記試験を行います。 

性格特性検査 

（２０分） 
職務遂行に必要な適性について検査します。 

 

 （２）第２次試験 

試  験 方         法 

作 文 試 験 

（１時間） 

文章による表現力、内容構成等の能力について作文による筆記試験

を行います。 

人 物 試 験 個別面接により、主として人物について試験を行います。 

健 康 診 断 
健康診断書に基づいて職務遂行に必要な健康度を有するかどうか

について審査を行います。 

資 格 調 査 
受験資格の有無、受験申込書に記入された内容の真否等について調

査します。 

 

４ 試験日時及び場所 

 第１次試験 第２次試験 

日時 
令和８年７月１２日（日） 

試験 午前１０時～（受付 午前９時～) 
令和８年８月中旬～９月中旬ごろ 

場所 

TKP仙台青葉通カンファレンスセンター 

（仙台市青葉区一番町２丁目４－１ 

青葉通パークビルディング７階） 

第１次試験合格者に通知します。 

 



５ 合格者の発表 

 （１）第１次試験合格者の発表は、令和８年８月１２日（水）に役場前掲示場に掲示す

るほか合格者に通知します（発表はこれより早くなる場合があります。）。 

 （２）最終合格者の発表は、令和８年９月１１日（金）に役場前掲示場に掲示するほか

合格者に通知します（発表はこれより早くなる場合があります。）。 

 

６ 合格から採用までの手続 

 （１）最終合格者は、任用候補者名簿に登録され、そのうちから採用者が決定されます。

したがって、最終合格者全員が採用されるとは限りませんので注意してください。 

（２）採用は、区分【Ａ】は「令和８年１０月１日」、区分【Ｂ】は「令和９年４月１日」

の予定です。 

７ 給与 

（１）新卒者の初任給は、下表のとおりです（令和８年４月１日現在）。 

なお、学歴、職歴等を考慮の上、決定します。 

試験区分 初任給 備考 

上 級 ２３２，０００円 ４年制大学新卒（採用時２２歳）の場合 

初級 

【社会人】 
２４２，０００円 

高校卒業後、１０年間民間会社へ勤務した

場合 

（２）（１）のほか、給与条例の規定に従い、扶養手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当

等が支給されます。 

 

８ 受験手続及び受付期間 

（１）受験申込書の請求 

   受験申込書は役場に請求してください。 

なお、郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用統一試験受験申込書請求」と

朱書し、宛先を明記して１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズが入る大きさ）

を必ず同封してください。 

 

（２）受験申込先 

  美里町役場総務課人事給与係あて 

  〒９８７－８６０２ 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米１３番地 

 

（３）受付期間 

  令和８年５月１日（金）から令和８年６月８日（月）まで 

  申込受付は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

郵便の場合は令和８年６月８日（月）までに上記の受験申込先に届いたものに限り受

け付けますので、「書留郵便」等の確実な方法によって御郵送ください。 



 

（４）提出書類等に関する注意事項 

イ 受験申込書 受験申込書に必要事項を記入し、所定の箇所に写真を貼ってくだ

さい（写真がない場合は受付できません）。 

なお、写真は、申込前３か月以内に撮影した、上半身、脱帽、正

面向、縦４㎝×横３㎝の写真をご準備ください。 

ロ 受験料 不要 

ハ 郵便申込 郵便申込みの場合は、宛先を明記し１１０円切手及び簡易書留手

数料分の３５０円切手を貼った返信用の長３封筒を同封してくだ

さい。 

 

 

９ その他 

（１）申込みを受理された受験申込者には受験票を交付します。 

 

（２）この試験については、美里町役場総務課人事給与係（電話 0229-33-2111）までお

問い合わせください。 

なお、郵送でお問い合わせいただく場合は、宛先を明記した往復はがきを使用す

るか、又は１１０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封してください。 

 

（３）災害等により、試験開始時刻を変更する場合又は中止する場合には、次の方法に

よりお知らせします。 

   イ 美里町ホームページ（重要なお知らせ） 

   ロ 美里町公式ＬＩＮＥ 

 


